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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　符号化装置と、復号化装置とを含むリムーバブル装置が着脱自在に接続され、音声また
は画像を表す信号を記録または再生する記録再生端末であって、
　前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化装置または内蔵復号化装置の有無を示す情報
を含む端末情報を格納し、前記リムーバブル装置が接続されると、前記端末情報を前記リ
ムーバブル装置に出力する端末情報格納手段と、
　音声または画像を表す信号を記録する時には、音声または画像を表す前記信号を、前記
リムーバブル装置に送信することによって符号化させる信号送信手段とを備え、
　前記内蔵符号化装置を有する場合には、音声または画像を表す前記信号を符号化して得
られる符号化データを、前記リムーバブル装置の内部メモリに格納し、
　前記内蔵符号化装置を有さない場合には、音声または画像を表す前記信号を、前記リム
ーバブル装置に符号化させる
　ことを特徴とする記録再生端末。
【請求項２】
　前記記録再生端末は、前記内蔵復号化装置がない場合、
　前記リムーバブル装置の内部メモリに格納されている前記符号化データを、前記リムー
バブル装置で復号し、
　前記リムーバブル装置において復号した音声または画像を表す信号を前記リムーバブル
装置から受信し、再生する再生手段を備える
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　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生端末。
【請求項３】
　前記端末情報は、符号化形式を示す符号化形式情報を含み、
　前記記録再生端末は、音声または画像を表す信号を前記符号化形式情報に示される符号
化形式で復号化する内蔵復号化装置を備え、
　前記リムーバブル装置の内部メモリに格納されている前記符号化データの符号化形式が
、前記符号化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、前記再生手段は、前記リムー
バブル装置で復号して得られた音声または画像を含む前記信号を受信して再生し、
　前記リムーバブル装置の内部メモリに格納されている前記符号化データの符号化形式が
、前記符号化形式情報に示される符号化形式と一致する場合、前記内蔵復号化装置は前記
符号化データをそのまま受信して復号する
　ことを特徴とする請求項２に記載の記録再生端末。
【請求項４】
　前記記録再生端末は、
　前記リムーバブル装置が、互いに異なる複数の符号化形式で符号化または復号化を行う
ことができる場合、前記リムーバブル装置から、選択可能な前記符号化形式の通知を受信
する符号化形式通知受信手段と、
　前記リムーバブル装置から通知された複数の前記符号化形式を表示し、利用者から１つ
の符号化形式の選択を受け付ける符号化形式選択手段とを備え、
　前記記録再生端末は、利用者に選択された符号化形式で、音声または画像を表す信号を
前記リムーバブル装置に符号化させる
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生端末。
【請求項５】
　前記端末情報は、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化装置または内蔵復号化装置
の有無を示す情報と、前記内蔵符号化装置または前記内蔵復号化装置がある場合、前記内
蔵符号化装置または前記内蔵復号化装置の符号化形式を示す符号化形式情報とを含み、
　前記記録再生端末は、前記リムーバブル装置に格納されている前記符号化データの符号
化形式が、（１）前記符号化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、符号化形式が
前記符号化形式情報に示される符号化形式に変換された符号化データを受信し、（２）前
記符号化形式情報に示される符号化形式と一致する場合、前記符号化データをそのまま受
信する符号化データ受信手段とを備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生端末。
【請求項６】
　前記記録再生端末は、前記リムーバブル装置による符号化または復号化処理の作業領域
として提供可能なメモリと、
　前記リムーバブル装置から前記メモリの使用要求を受信するメモリ使用要求受信手段と
、
　前記使用要求を受信すると、前記メモリの一部または全部の領域を前記リムーバブル装
置に使用させるメモリ制御部とを備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の記録再生端末。
【請求項７】
　前記端末情報は、前記記録再生端末に備えられる前記メモリの空き容量を示すメモリ情
報を含み、
　前記記録再生端末は、前記メモリの空き容量を定期的に検出する空き容量検出手段を備
え、
　前記メモリ制御部は、新たに検出された空き容量の値で、前記端末情報内の前記メモリ
情報を更新する
　ことを特徴とする請求項６に記載の記録再生端末。
【請求項８】
　音声または画像を表す信号を記録または再生する記録再生端末に、着脱自在に接続され
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るリムーバブル装置であって、
　前記記録再生端末に接続されると、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化装置また
は内蔵復号化装置の有無を示す情報と、前記内蔵符号化装置または前記内蔵復号化装置が
ある場合、前記内蔵符号化装置または前記内蔵復号化装置の符号化形式を示す符号化形式
情報とを含む端末情報を前記記録再生端末から取得する端末情報取得手段と、
　取得された前記端末情報に基づいて、音声または画像を表す信号を符号化または復号化
する符号化復号化手段と、
　音声または画像を表す信号を符号化して得られる符号化データを格納する符号化データ
格納手段とを備え、
　前記符号化復号化手段は、
　前記符号化データ格納手段に格納されている前記符号化データの符号化形式が、（１）
前記符号化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、前記符号化データの符号化形式
を前記符号化形式情報に示される符号化形式に変換し、（２）前記符号化形式情報に示さ
れる符号化形式と一致する場合、前記符号化データをそのまま前記記録再生端末に送信す
るトランスコーディング部を備える
　ことを特徴とするリムーバブル装置。
【請求項９】
　前記符号化復号化手段は、異なる符号化形式で符号化または復号化を行う複数の符号化
復号化部を備え、
　前記符号化復号化手段は、複数の前記符号化形式のうち、前記符号化データのビット数
が最小となる符号化形式により音声または画像を表す信号を符号化する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１０】
　前記端末情報は、前記記録再生端末と前記リムーバブル装置との間の単位時間当たりの
最大データ転送量を示す情報を含み、
　前記符号化復号化手段は、前記符号化データ格納手段内の前記符号化データから動画像
信号を復号した場合、前記最大データ転送量情報に応じて、復号した前記動画像信号のフ
レームレートと解像度とのうち少なくとも１つを、前記動画像信号の単位時間当たりのデ
ータ量が前記最大データ転送量を超えないように変換する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１１】
　前記端末情報は、前記再生手段の適正解像度を示す解像度情報を含み、
　前記符号化復号化手段は、前記符号化データ格納手段内の前記符号化データから動画像
信号を復号した場合、前記解像度情報に応じて復号された前記動画像信号の解像度を前記
適正解像度に変換する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１２】
　前記リムーバブル装置は、
　前記符号化データ格納手段に格納すべき信号を、前記記録再生端末から受信する信号受
信手段を備え、
　前記符号化復号化手段は、受信された前記信号が符号化データならば、符号化せずにそ
のまま格納する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１３】
　前記符号化復号化手段は、音声または画像を含む前記信号が動画像信号である場合、前
記符号化データ格納手段の空き容量に応じて、前記動画像信号のフレームレートと解像度
とのうち少なくとも１つを変換し、変換後の信号を符号化する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１４】
　前記符号化データ格納手段は、前記リムーバブル装置に着脱自在に接続されるメモリカ
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ードに備えられる
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１５】
　前記符号化復号化手段は、ビデオ符号化と、ビデオ復号化と、音声符号化と、音声復号
化と、ビデオトランスコーディングと、音声トランスコーディングのうち少なくとも１つ
を行う
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１６】
　前記端末情報は、前記リムーバブル装置による利用が可能な、前記記録再生端末に内蔵
されるメモリの有無を示すメモリ情報を含み、
　前記符号化復号化手段は、音声または画像を含む前記信号が動画像信号であり、前記記
録再生端末に内蔵されるメモリがある場合、前記記録再生端末に前記メモリの使用を要求
する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１７】
　前記端末情報は、前記リムーバブル装置による利用が可能な、前記記録再生端末に内蔵
されるメモリの容量を示すメモリ情報を含み、
　前記符号化復号化手段は、音声または画像を含む前記信号が動画像信号である場合、符
号化または復号化しようとする画像のサイズと、前記端末情報に示される前記メモリの容
量とに応じて、前記記録再生端末に前記メモリの使用を要求する
　ことを特徴とする請求項８に記載のリムーバブル装置。
【請求項１８】
　音声または画像を表す信号を記録または再生する記録再生端末に、着脱自在に接続され
るリムーバブル装置を実装する集積回路であって、
　前記記録再生端末に接続されると、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化装置また
は内蔵復号化装置の有無を示す情報と、前記内蔵符号化装置または前記内蔵復号化装置が
ある場合、前記内蔵符号化装置または前記内蔵復号化装置の符号化形式を示す符号化形式
情報とを含む端末情報を前記記録再生端末から取得する端末情報取得手段と、
　取得された前記端末情報に基づいて、音声または画像を表す信号を符号化または復号化
する符号化復号化手段と、
　音声または画像を表す信号を符号化して得られる符号化データを格納する符号化データ
格納手段とを備え、
　前記符号化復号化手段は、
　前記符号化データ格納手段に格納されている前記符号化データの符号化形式が、（１）
前記符号化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、前記符号化データの符号化形式
を前記符号化形式情報に示される符号化形式に変換し、（２）前記符号化形式情報に示さ
れる符号化形式と一致する場合、前記符号化データをそのまま前記記録再生端末に送信す
るトランスコーディング部を備える
　ことを特徴とする集積回路。
【請求項１９】
　符号化装置と、復号化装置とを含むリムーバブル装置が着脱自在に接続され、音声また
は画像を表す信号を記録または再生する記録再生端末における記録再生方法であって、
　前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化装置または内蔵復号化装置の有無を示す情報
を含む端末情報を格納し、前記リムーバブル装置が接続されると、前記端末情報を前記リ
ムーバブル装置に出力する端末情報格納ステップと、
　音声または画像を表す信号を記録する時には、音声または画像を表す前記信号を、前記
リムーバブル装置に送信することによって符号化させる信号送信ステップとを備え、
　前記内蔵符号化装置を有する場合には、音声または画像を表す前記信号を符号化して得
られる符号化データを、前記リムーバブル装置の内部メモリに格納し、
　前記内蔵符号化装置を有さない場合には、音声または画像を表す前記信号を、前記リム
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ーバブル装置に符号化させる
　ことを特徴とする記録再生方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像信号や音声信号を圧縮符号化する取り外し可能な符号化または復号化装
置と、符号化または復号化装置が着脱される記録再生端末等に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上波デジタル放送の開始や、カメラ付き携帯などの普及により、映像や音声をハード
ディスクや蓄積メディア等に保存するコーデック手法が多様化している。例えば、映像の
分野ではＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４やＭＰＥＧ４－ＡＶＣ、音声の分野ではＡＭＲやＭＰＥ
Ｇ４－ＡＡＣなどが知られている。ＤＶＤレコーダやカメラ付き携帯電話機および車載端
末などの製品は、各機器間のＡＶ連携をとるために、製品本来のメイン機能とは別に上記
複数のコーデック手法を専用ＬＳＩやソフトとして搭載する。これにより、製品のコスト
が上昇している。また、規格等で使用するコーデック手法が変化した場合、古い製品は新
しいコーデック手法による符号化データを受け取る手段を備えていたとしても、それを復
号化する手段を備えていないため、受け取った符号化データから映像や音声を再生するこ
とができない。さらに、どのようなコーデック手法の復号化装置を製品に搭載するかはメ
ーカ側のお仕着せになっており、ユーザは製品を購買する際に必要なコーデック手法を選
択することができず、頻繁に使用しないコーデック手法にまで料金を支払う必要がある。
【０００３】
　上記課題を解決するための例として、以下のような特許文献が開示されている。
【０００４】
　第１の例は、様々な符号化方式に対応したデータ再生装置に関するものである。
【０００５】
　図１は、第１の例である従来の携帯型データ再生装置の構成を示すブロック図である。
携帯型データ再生装置７００は、符号化データとその符号化データを復号するデコードプ
ログラムとを格納した半導体メモリカード７０１がスロットに挿入されれば、半導体メモ
リカード７０１内のデコードプログラムをデコード手段７０２内のメモリ７０３にロード
する。そして次に半導体メモリカード７０１内の符号化データを読み出し、メモリ７０３
にロードしたデコードプログラムを用いて符号化データを復号して再生する。図１のよう
な構造にすれば、半導体メモリカード７０１内のデコードプログラムを変更することで、
携帯型データ再生装置１は様々な符号化方式に対応できる（特許文献１参照。）。
【０００６】
　第２の例は、ＰＣカード間におけるビデオデータ転送の効率向上に関するものである。
このシステムを利用した動画像エンコーダシステムの構成例を図２に示す。図２は、第２
の例である従来の動画像エンコーダシステムの構成を示すブロック図である。図２では、
外部のビデオカセットレコーダ（ＶＣＲ）８０１から入力したビデオ信号をビデオキャプ
チャボード８０２でデジタル化し、ＰＣIバス８０５を使用しないカード間ダイレクトパ
ス８０４を用いてエンコーダカード８０３に入力する。エンコーダカード８０３は入力さ
れたデジタルのビデオ信号を符号化し、ＰＣIバス８０５経由でシステムのメモリ８０７
に転送される。これにより、ビデオデータなどをシステムバスを介さずにＰＣカード間で
直接転送できるようになり、ＣＰＵ８０８の負荷を軽減し、システムバスの性能に依存し
ない複数のＰＣカードを使用したシステムを構築できる。以上の動画像エンコーダシステ
ムを用いれば、エンコーダカードを差し替えることによって様々な符号化方式に対応した
エンコードシステムを構築することができる（特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２０００－１３２３７号公報
【特許文献２】特開平９－２３７１６６号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、携帯型データ再生装置７００はデコード手段７０２を
実現するためのＬＳＩを搭載する必要があるため、再生装置のコストを削減できるわけで
はなく、上記課題を完全には解決できない。また、記録装置に関する内容は記載されてい
ない。
【０００８】
　また、特許文献２では、記録装置側に複数のＰＣＩスロットを用意し、カード間ダイレ
クトパスを持つＰＣカードコントローラを備える必要があり、記録装置への実装負担が大
きい。また、符号化データをエンコーダシステム内部のメモリに格納するため、エンコー
ダカード８０３に符号化データを格納し、他の機器に挿入して復号するといったことがで
きないため、ＡＶ機器間でビデオデータなどのデータを共有するといったＡＶ機器の連携
に不向きである。
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたもので、多様なコーデック手法に対応で
きる符号化または復号化装置およびそのような符号化または復号化装置を備えた記録再生
端末を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、本発明の一形態に係る記録再生端末は、符号化装置と、復号
化装置とを含むリムーバブル装置が着脱自在に接続され、音声または画像を表す信号を記
録または再生する記録再生端末であって、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化装置
または内蔵復号化装置の有無を示す情報を含む端末情報を格納し、前記リムーバブル装置
が接続されると、前記端末情報を前記リムーバブル装置に出力する端末情報格納手段と、
音声または画像を表す信号を記録する時には、音声または画像を表す前記信号を、前記リ
ムーバブル装置に送信することによって符号化させる信号送信手段とを備え、前記内蔵符
号化装置を有する場合には、音声または画像を表す前記信号を符号化して得られる符号化
データを、前記リムーバブル装置の内部メモリに格納し、前記内蔵符号化装置を有さない
場合には、音声または画像を表す前記信号を、前記リムーバブル装置に符号化させる。
　また、本発明の他の形態に係る記録再生端末は、符号化または復号化装置が着脱自在に
接続され、音声または画像を表す信号を記録または再生する記録再生端末であって、自己
の記録再生端末の記録再生能力に関する情報である端末情報を格納し、前記符号化または
復号化装置が接続されると、前記端末情報を前記符号化または復号化装置に出力する端末
情報格納手段と、音声または画像を表す信号を記録する時には、音声または画像を表す前
記信号を、前記符号化または復号化装置に送信することによって符号化させる信号送信手
段とを備えることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明において、前記記録再生端末は、さらに、音声または画像を表す信号を符
号化して得られる符号化データを、前記符号化または復号化装置の内部に格納させるとし
てもよい。
【００１２】
　さらに、本発明において、前記端末情報は、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化
または復号化装置の有無を示す情報を含み、前記記録再生端末は、前記内蔵符号化または
復号化装置がない場合、音声または画像を含む前記信号を前記符号化または復号化装置に
符号化させるとしてもよい。
【００１３】
　さらに、本発明において、前記記録再生端末は、前記内蔵符号化または復号化装置がな
い場合、前記符号化または復号化装置に格納されている前記符号化データを前記符号化ま
たは復号化装置で復号して得られた音声または画像を表す信号を前記符号化または復号化
装置から受信し、再生する再生手段を備えるとしてもよい。
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【００１４】
　また、本発明において、前記端末情報は、前記内蔵符号化または復号化装置の符号化形
式を示す符号化形式情報を含み、前記記録再生端末は、さらに、音声または画像を表す信
号を所定の符号化形式で符号化または復号化する内蔵符号化または復号化装置を備え、前
記符号化または復号化装置に格納されている前記符号化データの符号化形式が、前記符号
化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、前記再生手段は、前記符号化または復号
化装置で復号して得られた音声または画像を含む前記信号を受信して再生し、前記符号化
形式情報に示される符号化形式と一致する場合、前記内蔵符号化または復号化装置は前記
符号化データをそのまま受信して復号するとしてもよい。
【００１５】
　また、本発明において、前記記録再生端末は、さらに、前記符号化または復号化装置が
、互いに異なる複数の符号化形式で符号化または復号化を行うことができる場合、前記符
号化または復号化装置から、選択可能な前記符号化形式の通知を受信する符号化形式通知
受信手段と、前記符号化または復号化装置から通知された複数の前記符号化形式を表示し
、利用者から１つの符号化形式の選択を受け付ける符号化形式選択手段とを備え、前記記
録再生端末は、利用者に選択された符号化形式で、音声または画像を表す信号を前記符号
化または復号化装置に符号化させるとしてもよい。
【００１６】
　さらに、本発明において、前記端末情報は、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化
または復号化装置の有無を示す情報と、前記内蔵符号化または復号化装置がある場合、前
記内蔵符号化または復号化装置の符号化形式を示す符号化形式情報とを含み、前記記録再
生端末は、前記符号化または復号化装置に格納されている前記符号化データの符号化形式
が、（１）前記符号化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、符号化形式が前記符
号化形式情報に示される符号化形式に変換された符号化データを受信し、（２）前記符号
化形式情報に示される符号化形式と一致する場合、前記符号化データをそのまま受信する
符号化データ受信手段とを備えるとしてもよい。
【００１７】
　また、本発明において、前記記録再生端末は、さらに、前記符号化または復号化装置に
よる符号化または復号化処理の作業領域として提供可能なメモリと、前記符号化または復
号化装置から前記メモリの使用要求を受信するメモリ使用要求受信手段と、前記使用要求
を受信すると、前記メモリの一部または全部の領域を前記符号化または復号化装置に使用
させるメモリ制御部とを備えるとしてもよい。
【００１８】
　さらに、本発明において、前記端末情報は、前記記録再生端末に備えられる前記メモリ
の空き容量を示すメモリ情報を含み、前記記録再生端末は、さらに、前記メモリの空き容
量を定期的に検出する空き容量検出手段と、前記メモリ制御部は、新たに検出された空き
容量の値で、前記端末情報内の前記メモリ情報を更新するとしてもよい。
【００１９】
　また、本発明の符号化または復号化装置は、音声または画像を表す信号を記録または再
生する記録再生端末に、着脱自在に接続される符号化または復号化装置であって、前記記
録再生端末に接続されると、前記記録再生端末の記録再生能力に関する情報である端末情
報を前記記録再生端末から取得する端末情報取得手段と、取得された前記端末情報に基づ
いて、音声または画像を表す信号を符号化または復号化する符号化復号化手段とを備える
ことを特徴とする。
【００２０】
　さらに、本発明において、前記端末情報は、前記記録再生端末に内蔵される内蔵符号化
または復号化装置の有無を示す情報と、前記内蔵符号化または復号化装置がある場合、前
記内蔵符号化または復号化装置の符号化形式を示す符号化形式情報とを含み、前記符号化
復号化手段は、さらに、前記符号化データ格納手段に格納されている前記符号化データの
符号化形式が、（１）前記符号化形式情報に示される符号化形式と異なる場合、前記符号
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化データの符号化形式を前記符号化形式情報に示される符号化形式に変換し、（２）前記
符号化形式情報に示される符号化形式と一致する場合、前記符号化データをそのまま前記
記録再生端末に送信するトランスコーディング部を備えるとしてもよい。
【００２１】
　また、本発明において、前記符号化復号化手段は、異なる符号化形式で符号化または復
号化を行う複数の符号化復号化部を備え、前記符号化復号化手段は、複数の前記符号化形
式のうち、前記符号化データのビット数が最小となる符号化形式の前記符号化復号化部に
より音声または画像を表す信号を符号化するとしてもよい。
【００２２】
　さらに、本発明において、前記符号化復号化手段は、音声または画像を含む前記信号が
動画像信号である場合、前記符号化データ格納手段の空き容量に応じて、前記動画像信号
のフレームレートと解像度とのうち少なくとも１つを変換し、変換後の信号を符号化する
としてもよい。
【００２３】
　また、本発明において、前記符号化データ格納手段は、前記符号化または復号化装置に
着脱自在に接続されるメモリカードに備えられるとしてもよい。
【００２４】
　さらに、本発明において、前記符号化復号化手段は、ビデオ符号化と、ビデオ復号化と
、音声符号化と、音声復号化と、ビデオトランスコーディングと、音声トランスコーディ
ングのうち少なくとも１つを行うとしてもよい。
【００２５】
　なお、本発明は、このような符号化または復号化装置や記録再生端末として実現するこ
とができるだけでなく、このような符号化または復号化装置や記録再生端末が備える特徴
的な手段をステップとする符号化または復号化方法や記録再生方法として実現したり、そ
れらのステップをコンピュータに実行させるプログラムとして実現したりすることもでき
る。そして、そのようなプログラムは、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体やインターネット等の
伝送媒体を介して配信することができるのは言うまでもない。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明の記録再生端末によれば、記録再生端末に着脱可能な符号化また
は復号化装置を接続するだけで音声または画像を表す信号の符号化および復号化を行うこ
とができるという効果を有する。また、記録再生端末にコーデックＬＳＩやソフトコーデ
ックを搭載する必要がなくなり、コストの削減につながるという効果を有する。また、規
格等で使用するコーデック手法に変更が生じた場合でも、新しいコーデック手法に対応し
た符号化または復号化装置を挿入すれば、古い記録再生端末でも対応可能となるという効
果を有する。また、ユーザは使用用途に応じて符号化または復号化装置を交換することが
でき、ユーザ嗜好に基づいた記録再生端末を提供することができる、という効果を有する
。
【００２７】
　また、本発明によると、符号化または復号化装置を別の符号化または復号化装置に入れ
替えることによって、ビデオまたは音声の符号化、復号化およびトランスコーディングを
切り替えることができる、という効果を有する。
【００２８】
　また、本発明によると、符号化または復号化装置が記録再生端末に挿入されると、符号
化または復号化装置は記録再生端末の端末情報を取得するため、ビデオ等の符号化および
復号化を行う度に端末情報を取得する必要がなくなる、という効果を有する。
【００２９】
　また、本発明によると、生成した符号化データを符号化または復号化装置の符号化デー
タ格納手段に格納するため、いろいろな記録再生端末間で符号化または復号化装置を交換
し、符号化または復号化装置内の符号化データ格納手段に格納された符号化データを再生
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することが可能となり、記録再生端末間のＡＶ連携が容易になる、という効果を有する。
【００３０】
　また、本発明によると、記録再生端末と符号化または復号化装置との間の最大データ転
送量情報を取得することによって、符号化または復号化装置で復号したビデオのフレーム
レートまたは解像度を前記最大データ転送量に応じて変換することが可能となり、記録再
生端末でのリアルタイム再生または、復号時より高画質なビデオの再生が可能となる、と
いう効果を有する。
【００３１】
　また、本発明によると、記録再生装置の表示デバイスに適当な解像度情報を取得するこ
とによって、符号化または復号化装置は復号したビデオの解像度を記録再生装置にあわせ
て変換することができ、符号化または復号化装置を挿入する端末毎に適当な解像度のビデ
オを出力することができる、という効果を有する。
【００３２】
　また、本発明によると、記録再生端末の持つ内蔵符号化装置情報を取得し、記録再生端
末が復号できる符号化形式は符号化データとして転送することによって、サイズの大きい
復号後のビデオを転送するよりも転送量を抑えることができる、という効果を有する。
【００３３】
　また、本発明によると、記録再生端末で作成した符号化データを符号化または復号化装
置内の内部メモリ内に直接格納することが可能となり、複数の符号化形式を内部メモリに
保持することができる、という効果を有する。
【００３４】
　また、本発明によると、符号化または復号化装置の内部メモリの空き容量に応じて、記
録再生端末から受信したビデオのフレームレートおよび解像度を低下させることによって
、記録中に内部メモリの空き容量が不足することを防止できる、という効果を有する。
【００３５】
　また、本発明によると、記録再生端末が新しいコーデック形式に対応していない古い製
品でも、ＳＤスロット等の汎用スロットさえ保持していれば、符号化または復号化装置で
新しいコーデック形式の符号化データにトランスコーディングすることにより、再生が可
能となる、という効果を有する。
【００３６】
　また、本発明によると、符号化データを格納する符号化データ格納手段が符号化または
復号化装置から取り外し可能となり、符号化データを格納するメモリの空き容量が不足し
た場合に、符号化または復号化装置自体を取り替えずに、半導体メモリだけを交換するこ
とによって、新たなビデオの符号化および復号化を行うことができる、という効果を有す
る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００３８】
（実施の形態１）
　本実施の形態１の記録再生装置は、記録再生端末には符号化装置を内蔵せず、内蔵カメ
ラで撮影したビデオデータ等を着脱自在なリムーバブル型符号化装置で符号化し、符号化
されたビデオデータ等をリムーバブル型符号化装置に内蔵のメモリ等に格納する。なお、
実施の形態１では、リムーバブル型符号化装置の信号変換部としてＭＰＥＧ４－ＡＶＣコ
ーデック、記録再生端末の接続スロットとしてＳＤスロット、ビデオデータの形式として
ＹＵＶ形式を例にとって説明する。また、本実施の形態１では、記録再生端末には符号化
装置が内蔵されていないものとする。
【００３９】
　図３は、本発明の実施の形態１の記録再生装置の一例を表すブロック図である。記録再
生装置は、リムーバブル型符号化装置１００および記録再生端末１０３を備え、リムーバ
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ブル型符号化装置１００と記録再生端末１０３とは、例えば、ＳＤスロット１０４などの
カードスロットを介して相互に接続される。このリムーバブル型符号化装置１００は、記
録再生端末１０３から取得されたビデオデータ等を符号化して内部メモリに格納し、内部
メモリに格納されている符号化データを復号して記録再生端末１０３に送信する機能を備
えた符号化装置であって、記録再生端末１０３から端末情報を取得し、格納する端末情報
取得部１０１と、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣコーデック処理を行う信号変換部１０２とを備える
。信号変換部１０２は、さらに、内部メモリ１０６を備え、内部メモリ１０６は、端末情
報取得部１０１によって取得された端末情報を格納する他、信号変換部１０２によって符
号化された符号化データを格納する。
【００４０】
　記録再生端末１０３は、記録再生端末１０３とリムーバブル型符号化装置１００との間
のデータのやり取りに使用するＳＤスロット１０４、記録再生端末１０３の端末情報を格
納している端末情報格納部１０５、ビデオや静止画像を撮影するカメラ１０７、画像やテ
キストを表示するためのディスプレイ１０８を備える。
【００４１】
　記録再生端末１０３は、リムーバブル型符号化装置１００がＳＤスロット１０４に挿入
されると、端末情報格納部１０５に格納されている端末情報を、例えば、ＳＤインターフ
ェースなどを介してリムーバブル型符号化装置１００に転送する。また、記録再生端末１
０３は内蔵のカメラ１０７等で撮影したビデオデータや、ビデオデータ以外の通信等で得
られた符号化済みの符号化データや、テキストファイル等のデータをリムーバブル型符号
化装置１００に転送することによって、リムーバブル型符号化装置１００の端末情報取得
部１０１をデータの格納部として利用する。そして、ビデオデータを再生する場合や、テ
キストデータを表示する場合には、リムーバブル型符号化装置１００から対象データを読
み込み、ディスプレイに表示する。
【００４２】
　リムーバブル型符号化装置１００は、記録再生端末１０３からＳＤインターフェースを
介して転送されてきた端末情報を、端末情報取得部１０１によって受信し、記録再生端末
１０３の最大データ転送量情報や解像度情報および内蔵符号化装置情報を取得する。そし
て、記録再生端末１０３からデータが転送されると、データの種類に応じて変換処理を加
えた後、内部メモリ１０６に格納する。また、記録再生端末１０３に内部メモリ１０６の
データを転送する際にも、データの種類に応じて変換処理を加え、記録再生端末１０３に
転送する。例えば、内部メモリ１０６内のデータがＭＰＥＧ２で符号化されている場合に
は、符号化データをＭＰＥＧ２で復号化して記録再生端末１０３に送出する。
【００４３】
　次に、実施の形態１における記録再生端末１０３からリムーバブル型符号化装置１００
の内部メモリ１０６へのデータ転送について図４を用いて説明する。図４は、記録再生端
末１０３からリムーバブル型符号化装置１００の内部メモリ１０６へデータを転送する際
の記録再生装置の動作を示すフローチャートである。まず、記録再生端末１０３は内蔵の
カメラ１０７等で撮影したＹＵＶ形式のビデオデータや、それ以外の通信等で得られた符
号化済みの符号化データやテキストファイル等のデータを、ＳＤインターフェースを介し
てリムーバブル型符号化装置１００に転送する（ステップＳ１０）。信号変換部１０２は
受信したデータがビデオデータかどうかを判定し（ステップＳ１１）、ビデオデータなら
ばＭＰＥＧ４－ＡＶＣ方式で符号化して信号変換部１０２内の内部メモリ１０６に格納す
る（ステップＳ１２）。信号変換部１０２によって受信されたデータがビデオデータでな
ければ、受信したデータをそのまま内部メモリ１０６に格納する（ステップＳ１３）。
【００４４】
　次に、実施の形態１におけるリムーバブル型符号化装置１００の内部メモリ１０６から
記録再生端末１０３へのデータ転送の流れについて図５を用いて説明する。図５は、リム
ーバブル型符号化装置１００の内部メモリ１０６から記録再生端末１０３へデータを転送
する際の記録再生装置の動作を示すフローチャートである。まず、記録再生端末１０３か



(11) JP 4709154 B2 2011.6.22

10

20

30

40

50

らリムーバブル型符号化装置１００にデータ転送要求が発生すると（ステップＳ２０）、
端末情報取得部１０１は記録再生端末１０３の端末情報を、信号変換部１０２に送信する
（ステップＳ２１）。次に信号変換部１０２は、再生要求のあったデータが符号化データ
かどうかを判定し（ステップＳ２２）、符号化データでなければ、そのまま記録再生端末
１０３に転送する（ステップＳ２７）。転送要求のあったデータが符号化データならば、
その符号化形式が記録再生端末１０３の内蔵符号化装置情報の符号化形式と一致するか否
かを判定することにより、記録再生端末１０３で復号可能かどうかを判定する（ステップ
Ｓ２３）。そして、記録再生端末１０３で復号可能ならば、符号化データをそのまま記録
再生端末１０３に転送する（ステップＳ２７）。ただし、本実施の形態１では、記録再生
端末１０３に符号化装置が内蔵されていない場合を想定しているので、端末情報には、記
録再生端末１０３に符号化装置が内蔵されていない旨が記述されている。このような場合
、信号変換部１０２は、ステップＳ２３において、再生要求のあったデータがどのような
符号化形式の符号化データであっても記録再生端末１０３で復号不可能と判定する。
【００４５】
　再生要求のあったデータが符号化データであり、記録再生端末１０３で復号不可能なら
ば、信号変換部１０２は、符号化データをリムーバブル型符号化装置１００内で復号可能
かどうかを判定し（ステップＳ２４）、復号可能ならば内部メモリ１０６の符号化データ
を復号する。そして、端末情報取得部１０１が取得した最大データ転送量情報と解像度情
報によってフレームレートと解像度を変換し、変換後のビデオデータを記録再生端末１０
３に転送する（ステップＳ２５）。リムーバブル型符号化装置内でも復号不可能の場合は
、記録再生端末１０３に再生不可能の信号を送る（ステップＳ２６）。
【００４６】
　なお、記録再生端末１０３が符号化装置を内蔵している場合、記録再生端末１０３は、
リムーバブル型符号化装置１００から受信したデータが符号化データならば内蔵する符号
化装置で復号して再生し、リムーバブル型符号化装置１００から受信したデータが符号化
されていないビデオデータやテキストデータの場合は、そのまま再生または表示するもの
とする。
【００４７】
　なお、ステップＳ２１はステップＳ２２とＳ２３の間に行っても構わない。また、ステ
ップＳ２６の再生不可能の信号は、記録再生端末１０３に再生ができないことが伝われば
、エラー信号等のどのような方法であっても構わない。
【００４８】
　次に、端末情報取得部１０１が取得する記録再生端末１０３の端末情報のフォーマット
例を図６に示す。図６（ａ）は、端末情報の記述の一例を示す表である。図６（ｂ）は、
端末情報に示される各項目のＩＤとＩＤが示す各項目の内容との関係を示す端末情報テー
ブルの一例を示す表である。図６（ａ）に示すように、端末情報は最大データ転送量情報
、解像度情報および内蔵符号化装置情報の内容がそれぞれＩＤで記述される。最大データ
転送量情報は、記録再生端末１０３の持つＳＤインターフェースの最大データ転送量を示
している。図６（ｂ）に示すように、最大データ転送量情報のＩＤが「０」のとき、記録
再生端末１０３のＳＤインターフェースの最大データ転送量は２ＭＢｙｔｅ／ｓｅｃであ
り、ＩＤが「１」のとき、最大データ転送量は４ＭＢｙｔｅ／ｓｅｃであり、ＩＤが「２
」のとき、最大データ転送量は８ＭＢｙｔｅ／ｓｅｃである。また、解像度情報は、記録
再生端末１０３のディスプレイ１０８に適切な解像度を示している。図６（ｂ）に示すよ
うに、解像度情報のＩＤが「０」のとき、適切な解像度は「ＳｕｂＱＣＩＦ」であり、Ｉ
Ｄが「１」のとき適切な解像度は「ＱＣＩＦ」である。また、解像度情報のＩＤが「２」
のとき、適切な解像度は「ＱＶＧＡ」であり、解像度情報のＩＤが「３」のとき、適切な
解像度は「ＶＧＡ」であり、解像度情報のＩＤが「４」のとき、適切な解像度は「ＳＤ」
である。内蔵符号化装置情報は、記録再生端末１０３に内蔵される内蔵符号化装置の符号
化形式を示している。図６（ｂ）の端末情報テーブルに示すように、内蔵符号化装置情報
のＩＤが「０」のとき、記録再生端末１０３には符号化装置が内蔵されていない。また、
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内蔵符号化装置情報のＩＤが「１」のとき、内蔵されている符号化装置の符号化形式は「
ＭＰＥＧ２」であり、内蔵符号化装置情報のＩＤが「２」のとき、内蔵されている符号化
装置の符号化形式は「ＭＰＥＧ４－ＳＰ」である。また、内蔵符号化装置情報のＩＤが「
３」のとき、記録再生端末１０３に内蔵されている符号化装置の符号化形式は「ＭＰＥＧ
４－ＡＳＰ」である。このように、端末情報に記述されている各項目の内容は図５の端末
情報テーブル内のＩＤ番号で識別される。従って、図６（ａ）の端末情報の例では、記録
再生端末１０３の最大データ転送量は８ＭＢｙｔｅ／ｓｅｃ、適切な解像度はＱＶＧＡ、
符号化装置は内蔵されていないということが表わされている。
【００４９】
　次に、本実施の形態１における信号変換部１０２の構成について説明する。図７は、本
実施の形態１における信号変換部１０２の内部構造を示したブロック図である。図７に示
すように信号変換部１０２は、端末情報取得部１０１からの端末情報によって各部を制御
する制御部２０１と、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣのエンコード処理を行うＭＰＥＧ４－ＡＶＣエ
ンコード部２０２と、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣのデコード処理を行うＭＰＥＧ４－ＡＶＣデコ
ード部２０３と、ビデオの解像度変換を行う解像度変換部２０４と、ビデオのフレームレ
ートを変換するフレームレート変換部２０５と、符号化データやテキストデータの格納お
よび作業用メモリとして用いる内部メモリ１０６と、データバス２０７から成る。
【００５０】
　次に、データバス２０７に記録再生端末１０３からデータが転送されてきた場合の信号
変換部１０２の動作について図８を用いて説明する。図８は、記録再生端末１０３からデ
ータが転送されてきた場合の信号変換部１０２の動作を示すフローチャートである。まず
、データバス２０７にデータが入力されると、制御部２０１は入力データがビデオデータ
かどうかを判定する（ステップＳ３０）。入力データがビデオデータならば、制御部２０
１は入力ビデオデータの符号化後のデータサイズが、内部メモリ１０６の空き容量を越え
ないように、フレームレートと解像度とをパラメータとして、入力ビデオデータを変換処
理するための変換パラメータを、第一の所定の方法に従って決定する。そして、決定した
変換パラメータをフレームレート変換部２０５と解像度変換部２０４とに送信する（ステ
ップＳ３１）。フレームレート変換部２０５は、受信した変換パラメータを用いてビデオ
データのフレームレートを変換し、変換後のビデオデータを解像度変換部２０４に転送す
る（ステップＳ３２）。解像度変換部２０４は、受信した変換パラメータの値に従ってビ
デオの解像度を変換し、変換後のビデオデータをＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２０２
に転送する（ステップＳ３３）。ＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２０２は、入力された
ビデオデータをＭＰＥＧ４－ＡＶＣ形式で符号化し、符号化データを内部メモリ１０６に
格納する（ステップＳ３４）。データバス２０７にビデオデータ以外が入力された場合は
、制御部２０１は入力データをそのまま内部メモリ１０６に格納する（ステップＳ３５）
。
【００５１】
　なお、ステップＳ３２のフレームレート変換とステップＳ３３の解像度変換の順番は逆
であっても構わない。
【００５２】
　次にビデオデータの変換パラメータを求める第一の所定の方法について説明する。図９
は、ビデオデータの変換パラメータを求める場合の手順を示すフローチャートである。こ
こでは、内部メモリ１０６の空き容量に応じてビデオデータのフレームレートと解像度と
を調節し、符号化データが内部メモリ１０６の空き領域に格納できるように制御している
。制御部２０１はビデオデータのヘッダ等に格納されているビデオ情報から、ビデオのフ
レームレートと解像度とを取得する。そして、図９のフローチャートに従って、内部メモ
リ１０６の空き容量に応じてビデオのフレームレートと解像度とを変換するための変換パ
ラメータを決定する。以下、図９のフローチャートを用いて、変換パラメータの決定法に
ついて説明する。まず、入力されたビデオデータのフレームレートと解像度とを、初期値
として、それぞれ変数framerateと変数resolutionに設定する（ステップＳ４０）。なお
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、変数framerateには入力ビデオデータのフレームレートの数値を、変数resolutionには
図６の解像度情報に付加するＩＤ番号のように、解像度が大きくなるほど番号が上昇する
ＩＤ番号を格納する。次に、内部メモリ１０６の空き容量が閾値TH_frよりも小さく、か
つ、変数framerateが「１」より大きいかどうかを判定し（ステップＳ４１）、判定結果
が真ならば、framerateの値を「１」減らし、閾値TH_frの値を半分にする（ステップＳ４
２）。そして再びステップＳ４１の判定を行う。これらステップＳ４１とＳ４２とを繰り
返すことにより、内部メモリ１０６の空き容量に応じてビデオのフレームレートを減少さ
せるための変数framerateを求める。次に、ステップＳ４１の判定結果が偽になれば、ス
テップＳ４３に進み、変数framerateが「１」以下で、かつ、内部メモリ１０６の空き容
量が閾値TH_reより小さく、かつ、変数resolutionが「０」より大きいかを判定する。ス
テップ４３で判定結果が真ならば、変数resolutionの値を「１」減らし、閾値TH_reの値
を半分にしてから再びステップＳ４３の判定を行う。これらステップＳ４３とＳ４４を繰
り返すことで、フレームレートが「１」以下の場合に、内部メモリ１０６の空き容量に応
じてビデオの解像度を減少させるための変数resolutionを求める。制御部２０１は、以上
の処理によって得られた変数framerateとresolutionとを変換パラメータとし、それぞれ
フレームレート変換部２０５と解像度変換部２０４に送信する。
【００５３】
　なお、今回はフレームレートを低下（ステップＳ４１～Ｓ４２）させてから、解像度を
低下（ステップＳ４３～Ｓ４４）させたが、手順が逆であっても構わない。
【００５４】
　また、フレームレート変換部２０５および解像度変換部２０４による図９に示したビデ
オデータのフレームレートおよび解像度の変換は、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２０
２が符号化を開始する前に１回だけ行うとしてもよいし、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード
部２０２による符号化中に、一定時間間隔で定期的にフレームレート変換部２０５および
解像度変換部２０４を起動して行うとしてもよい。
【００５５】
　次に、内部メモリ１０６からデータバス２０７を通して外部にデータ転送する場合の信
号変換部１０２の動作について説明する。図１０は、内部メモリ１０６に格納されている
データを外部にデータ転送する場合の信号変換部１０２の動作を示すフローチャートであ
る。記録再生端末１０３からデータ転送要求があると、制御部２０１は転送要求のあった
データが符号化データどうかを判定し（ステップＳ５０）、符号化データでなければその
まま外部へ転送する（ステップＳ５７）。転送要求のあったデータが符号化データならば
、制御部２０１は、端末情報内の内蔵符号化装置情報から、転送要求のあったファイル形
式を記録再生端末１０３で復号できるか否かを判断する（ステップＳ５１）。記録再生端
末１０３で復号できると判断すれば、符号化データを内部メモリ１０６から読み出し、そ
のまま外部へ出力する（ステップＳ５７）。符号化データを記録再生端末１０３が復号で
きないと判断したならば、信号変換部１０２内のＭＰＥＧ４－ＡＶＣデコード部２０３で
復号できるかどうかを判定し（ステップＳ５２）、復号できるならば、内部メモリ１０６
から読み出した符号化データをＭＰＥＧ４－ＡＶＣデコード部２０３に転送し、復号処理
を行う。ＭＰＥＧ４－ＡＶＣデコード部２０３によって復号されたＹＵＶ形式のビデオデ
ータは、ピクチャ毎にいったん内部メモリ１０６に格納される（ステップＳ５３）。次に
、制御部２０１は、端末情報内の最大データ転送量情報および解像度情報から、記録再生
端末１０３に転送するビデオのフレームレートおよび解像度を変換するための変換パラメ
ータを第二の所定の方法によって決定し（ステップＳ５４）、決定した変換パラメータを
それぞれフレームレート変換部２０５と解像度変換部２０４とに送信する。解像度変換部
２０４は、内部メモリ１０６からＹＵＶ形式のビデオを読み出し、制御部２０１から取得
した変換パラメータに基づいて解像度変換を施し、フレームレート変換部２０５に変換後
のビデオを転送する（ステップＳ５５）。フレームレート変換部２０５は、解像度変換部
２０４からビデオを受信し、制御部２０１から取得した変換パラメータに基づいてビデオ
のフレームレートを変更しながら、外部へ出力する（ステップＳ５６）。記録再生端末１
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０３でもＭＰＥＧ４－ＡＶＣデコード部２０３でも復号できない場合は、再生不可能の信
号を外部に出力する（ステップＳ５８）。
【００５６】
　なお、ステップＳ５８の再生不可能の信号は、記録再生端末１０３に再生ができないこ
とが伝われば、エラー信号等のどのような方法であっても構わない。
【００５７】
　次に、記録再生端末１０３に転送するビデオのフレームレートおよび解像度を変換する
ための変換パラメータを求める第二の所定の方法について説明する。図１１は、変換パラ
メータを決定する制御部２０１の動作を示すフローチャートである。制御部２０１は、端
末情報内の最大データ転送量情報と解像度情報とを用いて、図１１のフローチャートに従
い、変換パラメータを決定する。以下、図１１のフローチャートを用いて変換パラメータ
の決め方を説明する。まず、初期値として、変数resolutionに、図６の解像度情報のＩＤ
番号を設定する（ステップＳ６０）。そして、最大データ転送量情報と変数resolutionに
格納された解像度の画像サイズとから、記録再生端末に転送可能なフレームレートを求め
、変数framerateに格納する（ステップＳ６１）。例えば、最大データ転送量が４ＭＢｙ
ｔｅ／ｓｅｃ、解像度がＶＧＡの場合、フレームレートは以下の式で求めることができる
。
【００５８】
　framerate = ４Mbyte/sec ÷ ( ６４０ × ４８０ × １.５ ) Byte/frame = ９.１ fp
s
【００５９】
　次に、変数framerateが「１」以下かどうかを判定し（ステップＳ６２）、判定結果が
真ならば変数resolutionの値を「１」減らす（ステップＳ６３）。そして、変数resoluti
onが「０」よりも小さくなれば、転送不可能と判断し、終了する（ステップＳ６４）。変
数resolutionが「０」以上ならば、再びステップＳ６１からＳ６４を繰り返すことにより
、フレームレートと解像度とを調整する。ステップＳ６２で変数framerateが「１」より
大きくなれば、フレームレートの最大値のクリッピングを行い（ステップＳ６５とＳ６６
）、処理を終了する。制御部２０１は、以上の処理によって得られた変数framerateとres
olutionを変換パラメータとし、それぞれフレームレート変換部２０５と解像度変換部２
０４とに送信する。
【００６０】
　なお、今回はステップＳ６２においてフレームレートの最小値を「１」としたが、「１
」以上の値であっても構わない。また、ステップＳ６５とＳ６６においてフレームレート
の最大値を「３０」としたが、「３０」以上の値であっても構わない。
【００６１】
　次に、解像度変換部２０４の構成について説明する。図１２は、図４に示した解像度変
換部２０４の内部構造を示したブロック図である。図１２に示すように解像度変換部２０
４は、制御部２０１から受信した変換パラメータにより解像度変換部を切り替える解像度
変換判定部３０１と、ＬＰＦ(Low Pass Filter)を適用した後、画素を間引くことにより
ダウンコンバートを行う画素間引き部３０２と、ＬＰＦを用いて画素の補間を行うことに
よりアップコンバートを行う画素補間部３０３から成る。
【００６２】
　次に、解像度変換部２０４の動作について図１３のフローチャートを用いて説明する。
図１３は、図１２に示した解像度変換部２０４の動作を示すフローチャートである。まず
、解像度変換判定部３０１は、初期値として、入力ビデオデータのヘッダから解像度を取
得し、変数org_resolutionに設定する（ステップＳ７０）。そして、変数org_resolution
と変換パラメータresolutionの値を比較し、変換パラメータresolutionの方が大きければ
、org_resolutionからresolutionへのアップコンバートを画素補間部３０３によって行う
（ステップＳ７２）。変換パラメータresolutionの方が小さければ、org_resolutionから
resolutionへのダウンコンバートを画素間引き部３０２によって行う（ステップＳ７３）
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。変換パラメータresolutionとorg_resolutionの値が同じならば解像度変換は行わない。
以上の手順に従って、解像度変換部２０４は変換パラメータに基づいて入力ビデオの解像
度変換を行う。なお、ステップＳ７２とＳ７４のアップコンバートおよびダウンコンバー
トの方法は、LPF等を用いて補間や間引きを行う方法であっても、画像の高域成分を復元
する方法等であっても構わない。
【００６３】
　次に、フレームレート変換部２０５の構成について説明する。図１４は、図７に示した
フレームレート変換部２０５の内部構造を示したブロック図である。図１４に示すように
フレームレート変換部２０５は、制御部２０１から受信した変換パラメータによりフレー
ムレート変換部を切り替えるフレームレート変換判定部４０１と、ＬＰＦを適用した後、
フレームを間引くことによりフレームレートを低下させるフレーム間引き部４０２と、Ｌ
ＰＦを用いてフレームの補間画像を作ることによりフレームレートを向上させるフレーム
補間部４０３から成る。
【００６４】
　次にフレームレート変換部２０５の動作について図１５のフローチャートを用いて説明
する。図１５は、図１４に示したフレームレート変換部２０５の動作を示すフローチャー
トである。まず、フレームレート変換判定部４０１は、入力ビデオデータのヘッダからフ
レームレートを取得し、初期値として変数org_framerateに設定する（ステップＳ８０）
。そして、変数org_framerateと変換パラメータframerateの値を比較し、変換パラメータ
framerateの方が大きければ、org_framerateからframerateへのアップコンバートをフレ
ーム補間部４０３によって行う（ステップＳ８２）。変換パラメータframerateの方が小
さければ、org_framerateからframerateへのダウンコンバートをフレーム間引き部４０２
によって行う（ステップＳ８３）。変換パラメータframerateとorg_framerateの値が同じ
ならばフレームレート変換は行わない。以上の手順に従って、フレームレート変換部２０
５は変換パラメータに基づいて入力ビデオデータのフレームレート変換を行う。なお、フ
レームレートのアップコンバートおよびダウンコンバートの方法は、ＬＰＦ等を用いてフ
レームの補間や間引きを行う方法であっても、同じフレームを繰り返して用いる方法等で
あっても構わない。
【００６５】
　以上に示した実施の形態１の構成によれば、記録再生端末１０３は、ＳＤスロット等の
汎用スロットおよび端末情報を格納するメモリ等の格納部を保持すれば、内部に符号化装
置を備えなくても、リムーバブル型符号化装置１００を挿入するだけで内蔵のカメラ等で
撮影した映像の符号化および復号化を行うことができる。
【００６６】
　また、記録再生端末１０３にコーデックＬＳＩやソフトコーデックを搭載する必要がな
くなり、コストの削減につながる。
【００６７】
　また、符号化装置と符号化データ格納用メモリ（内部メモリ１０６）とを記録再生端末
から取り外し可能にすることで、記録再生端末間のＡＶ連携をリムーバブル型符号化装置
を交換するだけで行えるため、ＡＶ連携が容易となる。
【００６８】
　また、符号化装置と符号化データ格納用メモリを記録再生端末から取り外し可能にする
ことで、規格等で使用するコーデック手法に変更が生じた場合でも、新しいコーデック手
法に対応したリムーバブル型符号化装置を挿入すれば、古い記録再生端末でも対応可能と
なる。
【００６９】
　また、符号化装置と符号化データ格納用メモリを記録再生端末から取り外し可能にする
ことで、ユーザは使用用途に応じてリムーバブル型符号化装置を交換することができ、ユ
ーザ嗜好に基づいた記録再生端末１０３を提供することができる。
【００７０】
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　また、端末情報取得部１０１により記録再生端末１０３のディスプレイ１０８に適当な
解像度情報を取得することによって、リムーバブル型符号化装置１００は復号したビデオ
の解像度を記録再生端末１０３に合わせて変換することができる。これにより、リムーバ
ブル型符号化装置１００を挿入する記録再生端末１０３毎に適当な解像度のビデオデータ
を出力することができる。
【００７１】
　また、記録再生端末１０３の持つ汎用スロットの最大転送量情報を取得することによっ
て、リムーバブル型符号化装置１００は復号したビデオのフレームレートおよび解像度を
転送量に応じて変換することができる。これにより、リムーバブル型符号化装置１００で
復号したビデオデータを、記録再生端末１０３でリアルタイム再生する際に、データ転送
量が足りない場合でも、フレームレートまたは解像度を低下させることによってリアルタ
イム再生が可能となる。また、データ転送量に余裕がある場合は、復号したビデオデータ
のフレームレートまたは解像度を上げることにより、より高画質なビデオデータを再生す
ることができる。
【００７２】
　また、記録再生端末１０３の持つ内蔵符号化装置情報を取得し、記録再生端末１０３が
復号できる符号化形式は符号化データとして転送することによって、サイズの大きい復号
後のビデオを転送するよりも転送量を抑えることができる。
【００７３】
　また、記録再生端末１０３で作成した符号化データは、そのままリムーバブル型符号化
装置１００内の内部メモリ１０６内に格納することが可能となり、複数の符号化形式で符
号化された符号化データを内部メモリ１０６に保持することができる。
【００７４】
　また、リムーバブル型符号化装置１００の内部メモリ１０６量の残量に応じて、記録再
生端末１０３から受信したビデオデータのフレームレートおよび解像度を低下させること
によって、ビデオデータの記録中に内部メモリ１０６の残量がなくなることを防止できる
。
【００７５】
　なお、今回の実施の形態では、コーデック手法としてＭＰＥＧ４－ＡＶＣを例として示
したが、ＭＰＥＧ２やＭＰＥＧ４等のビデオコーデックであっても、ＡＭＲやＭＰＥＧ４
－ＡＡＣ等のオーディオコーデックであっても構わない。
【００７６】
　なお、本実施の形態では、記録再生端末１０３には符号化装置が内蔵されていないとし
て説明したが、内蔵されていても構わない。
【００７７】
　さらに、本実施の形態では、リムーバブル型符号化装置１００を差し替えるだけで、使
用中のリムーバブル型符号化装置１００に備えられているコーデックとは異なるコーデッ
クに切り替えることができるとした。しかし、コーデックの切り替えは、リムーバブル型
符号化装置１００の差し替えに限らない。これ以外に、例えば、miniＳＤカードのスロッ
トを備えたリムーバブル型符号化装置を用いて、バージョンアップされたコーデックが格
納されているminiＳＤカードを差し替えるとしてもよい。また、記録再生端末１０３がイ
ンターネット等の通信回線網を介して、バージョンアップされたコーデックをダウンロー
ドしてくるようにしてもよい。
【００７８】
　また、本実施の形態では記録再生端末１０３とリムーバブル型符号化装置１００とのデ
ータ転送部としてＳＤスロットを例として示したが、ＵＳＢインターフェースやＰＣＩス
ロット等の汎用スロットであっても構わない。
【００７９】
　また、端末情報格納部１０５は、記録再生端末１０３の保持するメモリの一部を使用し
ても構わない。
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【００８０】
　さらに、リムーバブル型符号化装置は、記録再生端末に備えられるメモリを使用して符
号化または復号化を行うとしてもよい。リムーバブル型符号化装置に備えられる内部メモ
リ１０６は、リムーバブル型符号化装置がＳＤカードなどであることから、ある程度、メ
モリ容量に制限があるからである。図１６は、本実施の形態１の記録再生装置の他の例を
示すブロック図である。実施の形態１の他の記録再生装置は、記録再生端末１４０および
リムーバブル型符号化装置１５０を備える。
【００８１】
　記録再生端末１４０は、ある程度、容量の大きいメモリを備え、リムーバブル型符号化
装置１５０の要求に応じて符号化または復号化処理のための作業領域となるメモリ領域を
提供する。記録再生端末１４０は、ＳＤスロット１０４、カメラ１０７、ディスプレイ１
０８、制御部１４１、メモリ１４２、端末情報格納部１４３を備える。制御部１４１は、
メモリ１４２の空き容量を定期的にチェックして、メモリ１４２の現在の空き容量で端末
情報を更新する。図１７（ａ）および（ｂ）は、端末情報格納部１４３に格納される端末
情報および端末情報テーブルを示す図である。図１７（ａ）に示すように、端末情報には
さらに、メモリ空き容量という項目が追加される。ここで、メモリ空き容量の端末情報Ｉ
Ｄは「２」である。図１７（ｂ）を参照すると、端末情報テーブルの右下にメモリ空き容
量のリストが含まれている。これによれば、ＩＤが「２」の場合、メモリ１４２の空き容
量が現在「１２８～２５６ＭＢｙｔｅ」であることが分かる。
【００８２】
　リムーバブル型符号化装置１５０は、例えば、符号化または復号化される動画像の画像
サイズに応じて、記録再生端末１４０に備えられるメモリ１４２をフレームメモリとして
使用する。リムーバブル型符号化装置１５０は、端末情報取得部１５１、信号変換部１５
２を備える。信号変換部１５２には、内部メモリ１０６が備えられる。端末情報取得部１
５１は、記録再生端末１４０の端末情報格納部１４３から、端末情報として、最大データ
転送量情報、解像度情報、内蔵符号化装置情報の他に、さらに、メモリ空き容量を取得す
る。信号変換部１５２は、例えば、符号化または復号化しようとする画像のサイズがＨＤ
(High Definition)サイズであれば記録再生端末１４０のメモリ１４２を使用し、画像の
サイズがＳＤ(Standard Definition)サイズであれば内部メモリ１０６を使用して符号化
または復号化を行なう。具体的には、信号変換部１５２は、画像のサイズがＨＤサイズで
あれば、記録再生端末１４０の制御部１４１に対してメモリ１４２の使用要求を送信し、
使用可能なメモリ領域の通知を受けて、動画像のデータをその領域に書き込む。ただし、
端末情報取得部１５１が取得した端末情報から、メモリ１４２の空き容量を示すＩＤが「
０」で、ＨＤサイズの動画像のフレームメモリとして使用するに十分な空き容量がない場
合には、例えば、「メモリ容量が不足しています。何れかのアプリケーションを閉じてく
ださい。」などのメッセージを、制御部１４１を介してディスプレイ１０８に表示させる
。このような構成とすることによって、リムーバブル型符号化装置１５０は、大きいメモ
リ領域を要求される大画面、高画質の動画像であっても、記録再生端末１４０に備えられ
るメモリ１４２を借用することによって無理なく符号化または復号化することができる。
【００８３】
　なお、上記他の例では、制御部１４１がメモリ１４２の空き容量を監視し、その都度、
端末情報を更新するとしたが、これに限らず、端末情報にはメモリ１４２のメモリ容量だ
けを記述しておいてもよいし、メモリ１４２の有無だけを記述しておいてもよい。また、
リムーバブル型符号化装置１５０は、符号化または復号化しようとする画像のサイズに応
じて、メモリ１４２を借用するとしたが、これに限らず、画像の大きさ以外のデータサイ
ズに応じて借用してもよいし、記録再生端末１４０にメモリ１４２が備えられている場合
には、常に、メモリ１４２を借用して符号化または復号化するとしてもよい。また、上記
の例では、画像サイズがＨＤサイズであるかＳＤサイズであるかに応じて、記録再生端末
１４０のメモリ１４２を使用するか否かを決定したが、本発明はこれに限定されない。例
えば、リムーバブル型符号化装置１５０が符号化または復号化しようとする画像のデータ
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量が、あらかじめ定めた閾値を超えた場合に、記録再生端末１４０のメモリ１４２を使用
するとしてもよい。さらに、記録再生端末１４０のメモリ１４２がリムーバブル型符号化
装置１５０によって使用される場合、上記の例では、符号化または復号化におけるフレー
ムメモリとして使用されるとした。しかし、本発明はこのような用途に限定されず、他の
用途（例えば、動きベクトルメモリなど）に用いられてもよい。なお、上記他の例では、
メモリ１４２の空き容量が、ＨＤサイズの動画像のフレームメモリとして使用するに十分
でない場合には、例えば、「メモリ容量が不足しています。・・・」などのエラーメッセ
ージを表示すると説明したが、本発明はこれに限定されない。例えば、メモリ１４２の空
き容量が不足している場合には、まず、ビデオデータの音声信号をカットしてしまい、音
声信号の符号化を行なわないようにしてもよい。また、記録再生端末１４０のメモリ１４
２に加えてさらに、リムーバブル型符号化装置１５０の内部メモリ１０６、およびminiＳ
Ｄカードなどを併用するとしてもよい。
【００８４】
　また、本実施の形態ではＹＵＶ形式のビデオデータを例として示したが、ＹＵＹ２やＲ
ＧＢ等の他のビデオ形式であっても構わない。
【００８５】
　また、本実施の形態では内蔵符号化装置情報をＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４－ＳＰ、ＭＰＥ
Ｇ４－ＡＳＰ等のコーデック手法で分類したが、より詳細にＭＰＥＧ２符号化、ＭＰＥＧ
２復号化、ＭＰＥＧ２コーデック等に分類しても構わない。
【００８６】
（実施の形態２）
　本実施の形態２では、記録再生端末にＭＰＥＧ４－ＳＰ復号化装置を備え、リムーバブ
ル型符号化装置の信号変換部に、さらに、特定の符号化形式から他の符号化形式へ符号化
形式の変換を行うビデオトランスコーディング部を備える点が実施の形態１と異なる。こ
のビデオトランスコーディング部を備えることによって、記録再生端末が内蔵のＭＰＥＧ
４－ＳＰ復号化装置を経由してしかビデオデータを再生できない場合にも、符号化データ
を再生させることができるようになる。記録再生端末の接続スロットとしてＳＤスロット
を備える点は、実施の形態１と同様である。
【００８７】
　図１８は、実施の形態２の記録再生装置の一例を示すブロック図である。同図において
、図３と同様の構成についてはすでに説明しているので、同一の参照符号を付し、説明を
省略する。実施の形態２の記録再生装置は、リムーバブル型符号化装置１４００および記
録再生端末１４０１を備える。リムーバブル型符号化装置１４００は、信号変換部５００
を備える点が実施の形態１のリムーバブル型符号化装置１００と異なる。また、記録再生
端末１４０１は、ＭＰＥＧ４－ＳＰ復号化装置１４０２を備える点が実施の形態１の記録
再生端末１０３と異なる。
【００８８】
　図１９は、実施の形態２における信号変換部５００の内部構造を示したブロック図であ
る。図１９に示すように信号変換部５００は、端末情報取得部１０１からの端末情報によ
ってトランスコーディング手法を制御する制御部５０２と、内部メモリ１０６部に格納さ
れている符号化データのトランスコーディングを行うトランスコーディング部５０１と、
符号化データの格納および作業用メモリとして用いる内部メモリ１０６と、ＭＰＥＧ４－
ＡＶＣのエンコード処理を行うＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２０２と、ＭＰＥＧ４－
ＡＶＣのデコード処理を行うＭＰＥＧ４－ＡＶＣデコード部２０３と、ビデオの解像度変
換を行う解像度変換部２０４と、ビデオのフレームレートを変換するフレームレート変換
部２０５と、データバス２０７とから成る。
【００８９】
　次に、実施の形態２における信号変換部５００の動作について図２０を用いて説明する
。図２０は、トランスコーディングを行う場合の図１９に示した信号変換部５００の動作
を示すフローチャートである。記録再生端末１４０１から内部メモリ１０６にデータ転送
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要求があると、制御部５０２は転送要求のあったデータが符号化データどうかを判定し（
ステップＳ９０）、符号化データでなければそのまま記録再生端末１４０１へ転送する（
ステップＳ９４）。転送要求のあったデータが符号化データならば、制御部５０２は端末
情報内の内蔵符号化装置情報から転送要求のあったファイル形式を記録再生端末１４０１
が復号できるかを判断する（ステップＳ９１）。記録再生端末１４０１が復号できると判
断すれば、符号化データを内部メモリ１０６から読み出し、そのまま記録再生端末へ転送
する（ステップＳ９６）。記録再生端末１４０１が復号できない符号化データならば、信
号変換部５００内のトランスコーディング部５０１で記録再生端末１４０１が復号できる
符号化形式にトランスコーディングできないかを判断する（ステップＳ９２）。トランス
コーディングできるならば、内部メモリ１０６から読み出した符号化データをトランスコ
ーディング部５０１に転送し、内蔵符号化装置情報の符号化形式（例えば、ＭＰＥＧ４－
ＳＰ）へトランスコーディングした後、記録再生端末１４０１に転送する（ステップＳ９
３）。トランスコーディングできなければ、再生不可能信号を出力し、再生できないこと
を記録再生端末１４０１に知らせる（ステップＳ９５）。
【００９０】
　以上の内容を例を用いて、具体的に説明する。例えば記録再生端末１４０１から内部メ
モリ１０６内のＭＰＥＧ４－ＡＶＣ形式の符号化データに対して転送要求が発生した場合
、まず、制御部５０２は受信した端末情報の内蔵符号化装置情報から、記録再生端末１４
０１がＭＰＥＧ４－ＳＰ復号化装置１４０２を備えていると判断する。次に、トランスコ
ーディング部５０１でＭＰＥＧ４－ＡＶＣからＭＰＥＧ４－ＳＰへのトランスコーディン
グが可能かどうかを判断し、可能ならばトランスコーディングを行い、作成したＭＰＥＧ
４－ＳＰ形式の符号化データを出力する。記録再生端末１４０１は、リムーバブル型符号
化装置１４００からＭＰＥＧ４－ＳＰ形式の符号化データを受信し、内蔵するＭＰＥＧ４
－ＳＰ復号化装置１４０２でデコードして再生する。
【００９１】
　以上の実施の形態２により、記録再生端末１４０１がＭＰＥＧ４－ＳＰ復号化装置１４
０２しか内蔵しておらず、かつ、リムーバブル型符号化装置１４００から受信したＹＵＶ
形式のビデオを直接表示する表示部を備えていない場合でも、リムーバブル型符号化装置
１４００でＭＰＥＧ４－ＳＰ形式の符号化データにトランスコーディングすることで、記
録再生端末１４０１のＭＰＥＧ４－ＳＰ復号化装置経由でＭＰＥＧ４－ＡＶＣ等の符号化
データを再生することができる。これにより、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ等の新しいコーデック
形式に対応していない古い製品でも、ＳＤスロット等の汎用スロットさえ保持していれば
、実施の形態２のリムーバブル型符号化装置を用いることでＭＰＥＧ４－ＡＶＣ等の新し
いコーデック形式の符号化データを再生できる。
【００９２】
　なお、本実施の形態ではビデオトランスコーディング手法としてＭＰＥＧ４－ＡＶＣか
らＭＰＥＧ４－ＳＰの変換を例として示したが、ＭＰＥＧ２からＭＰＥＧ４へのビデオト
ランスコーディング等であっても、ＡＭＲやＭＰＥＧ４－ＡＡＣへのオーディオトランス
コーディングであっても構わない。
【００９３】
　また、本実施の形態では記録再生端末がＭＰＥＧ４ＳＰ復号化装置を備えている例を示
したが、他の復号化装置を備えていても構わない。
【００９４】
　また、本実施の形態では記録再生端末にＭＰＥＧ４－ＳＰ等の復号化装置を備えている
例を示したが、記録再生端末はＭＰＥＧ４－ＳＰ等の復号用プログラムを内蔵ＣＰＵで実
行することによって符号化データを復号することができるとしても構わない。またその際
、リムーバブル符号化装置１４００は、端末情報格納部１０５に格納された記録再生端末
のＣＰＵの処理性能情報に応じて、トランスコーディング方法を切り替えても構わない。
例えば、リムーバブル符号化装置１４００の内部メモリ１０６に、ＭＰＥＧ－４ＡＶＣ等
の復号処理負荷が高い符号化データが格納されている場合、リムーバブル符号化装置１４
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００は端末情報格納部１０５に格納された記録再生端末のＣＰＵ処理性能情報を取得し、
ＣＰＵ処理性能が高ければ、ＭＰＥＧ－４ＡＶＣ等の復号処理負荷が高い符号化データを
そのまま転送し、ＣＰＵ処理性能が低ければ、ＭＰＥＧ－４ＡＶＣ等の復号処理負荷が高
い符号化データをＭＰＥＧ４－ＳＰ等の復号処理負荷が低い符号化データにトランスコー
ディングしてから転送するとしてもよい。
【００９５】
　また、ここでは記録再生端末１４０１とリムーバブル型符号化装置１４００のデータ転
送部としてＳＤスロットを例として示したが、ＵＳＢインターフェースやＰＣＩスロット
等の汎用スロットであっても構わない。
【００９６】
　また、記録再生端末１４０１には、端末情報を格納しておくために端末情報格納部１０
５という特別なメモリを備えておく必要はなく、記録再生端末１４０１の保持するメモリ
の一部を端末情報格納部１０５として使用しても構わない。
【００９７】
（実施の形態３）
　本実施の形態３の記録再生装置では、記録再生端末は実施の形態１と同様であるが、mi
niＳＤスロットにより、リムーバブル型符号化装置にminiＳＤカードを着脱可能に接続し
、miniＳＤカードを内部メモリの代わりに使用する点が実施の形態１と異なる。なお、本
実施の形態３では、リムーバブル型符号化装置の信号変換部としてＭＰＥＧ４－ＡＶＣコ
ーデック、記録再生端末の接続スロットとしてＳＤスロット、リムーバブル型符号化装置
のメモリスロットとしてminiＳＤスロットを例とする。
【００９８】
　本発明の実施の形態３のブロック図を図２１および図２２に示す。図２１は、実施の形
態３の記録再生装置の一例を示すブロック図である。図２１に示すように、リムーバブル
型符号化装置６００には、新たにminiＳＤスロット６０４が備えられている。図２２は、
図２１に示した信号変換部６０２の内部構成を示すブロックである。図２２に示すように
、信号変換部６０２から内部メモリ１０６が除去されている。
【００９９】
　実施の形態３の信号変換部６０２は、実施の形態１の内部メモリ１０６の代わりに、リ
ムーバブル型符号化装置６００のminiＳＤスロットに挿入されたminiＳＤカード６０６を
、符号化データの格納および作業用メモリとして用いることによって、実施の形態１で説
明した各処理部により、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣのコーデック処理を行う。
【０１００】
　以上のように、実施の形態３のリムーバブル型符号化装置６００によれば、符号化デー
タを格納する内部メモリがリムーバブル型符号化装置から取り外し可能となる。これによ
り、符号化データを格納するメモリの空き容量が不足した場合に、リムーバブル型符号化
装置自体を取り替えないでも、miniＳＤカードなどの半導体メモリだけを交換することに
よって、新たなビデオの符号化および復号化を行うことができる。
【０１０１】
　なお、本実施の形態ではコーデック手法としてＭＰＥＧ４－ＡＶＣを例として示したが
、ＭＰＥＧ２やＭＰＥＧ４等のビデオコーデックであってもよく、ＡＭＲやＭＰＥＧ４－
ＡＡＣ等のオーディオコーデックであっても構わない。
【０１０２】
　また、ここでは記録再生端末とリムーバブル型符号化装置のデータ転送部としてＳＤス
ロットを例として示したが、ＵＳＢインターフェースやＰＣＩスロット等の汎用スロット
であっても構わない。
【０１０３】
　また、ここではリムーバブル型符号化装置と半導体メモリとのデータ転送部としてmini
ＳＤスロットとを例として示したが、ＵＳＢインターフェースやＰＣＩスロット等の汎用
スロットであっても構わない。
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【０１０４】
　また、端末情報格納部は、記録再生端末の保持するメモリの一部を使用しても構わない
。
【０１０５】
　また、本実施の形態ではＹＵＶ形式のビデオを例として示したが、ＹＵＹ２やＲＧＢ等
の他のビデオ形式であっても構わない。
【０１０６】
　また、本実施の形態では内蔵符号化装置情報をＭＰＥＧ２、ＭＰＥＧ４－ＳＰ、ＭＰＥ
Ｇ４－ＡＳＰ等のコーデック手法で分類したが、より詳細にＭＰＥＧ２符号化、ＭＰＥＧ
２復号化、ＭＰＥＧ２コーデック等に分類しても構わない。
【０１０７】
（実施の形態４）
　本実施の形態４の記録再生装置では、記録再生端末は実施の形態１と同様であるが、リ
ムーバブル型符号化装置が符号化形式の異なる複数のエンコード部を備える点が実施の形
態１と異なる。
【０１０８】
　図２３は、実施の形態４の記録再生装置の一例を示すブロック図である。同図のように
、リムーバブル型符号化装置２３００は、複数のエンコード部を備えた信号変換部２３０
１を備えている。図２４は、図２３に示した信号変換部２３０１の内部構成の一例を示す
ブロック図である。信号変換部２３０１は、記録再生端末１０３から受信したビデオデー
タを異なる符号化形式で符号化し、内部メモリ１０６に格納する処理部であって、内部メ
モリ１０６、解像度変換部２０４、フレームレート変換部２０５、データバス２０７、制
御部２４０１、ＭＰＥＧ４－ＡＳＰエンコード部２４０２、ＭＰＥＧ４－ＳＰエンコード
部２４０３、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２４０４およびＭＰＥＧ２エンコード部２
４０５を備える。ＭＰＥＧ４－ＡＳＰエンコード部２４０２、ＭＰＥＧ４－ＳＰエンコー
ド部２４０３、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２４０４およびＭＰＥＧ２エンコード部
２４０５は、それぞれ、ＭＰＥＧ４－ＡＳＰ、ＭＰＥＧ４－ＳＰ、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣお
よびＭＰＥＧ２の符号化形式で、例えば、ＹＵＶ形式で入力されるビデオデータを符号化
する処理部である。
【０１０９】
　以上のように構成される信号変換部２３０１の具体的な動作について、図面を参照して
説明する。図２５は、信号変換部２３０１内の１つのエンコード部を用いてビデオデータ
を符号化する際の制御部２４０１の動作を示すフローチャートである。この処理は、図４
のフローチャートのステップＳ１２におけるより詳細な処理内容を示している。制御部２
４０１は、記録再生端末１０３から受信したデータがビデオデータであれば、信号変換部
２３０１に備えられているすべてのエンコード部にビデオデータの符号化を実行させる（
Ｓ２００１）。次いで、制御部２４０１は、各エンコード部で符号化された符号化データ
のビット数をカウントし（Ｓ２００２）、カウントされたビット数が最も少なくなった符
号化データを内部メモリ１０６に格納する（Ｓ２００３）。具体的には、記録再生端末１
０３から受信したデータがビデオデータであれば、制御部２４０１は、ＭＰＥＧ４－ＡＳ
Ｐエンコード部２４０２、ＭＰＥＧ４－ＳＰエンコード部２４０３、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣ
エンコード部２４０４およびＭＰＥＧ２エンコード部２４０５のすべてに符号化を実行さ
せ、それらのうち、符号量が最も少なくなった符号化データを内部メモリ１０６に格納す
る。
【０１１０】
　また、このほかに、信号変換部２３０１に備えられているエンコード部で実行すること
ができる複数の符号化形式を提示して、その中から１つをユーザに選択させるようにして
もよい。図２６は、ユーザに選択された符号化形式でビデオデータを符号化する場合の制
御部２４０１の動作を示すフローチャートである。記録再生端末１０３から受信したデー
タがビデオデータであれば、制御部２４０１は、例えば、実行可能な符号化形式をディス
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プレイ１０８に一覧表示して、そのうちのどの符号化形式のエンコード部を使用して符号
化を行うか、ユーザの選択を受け付ける（Ｓ２１０１）。ユーザによって、一覧表示され
た符号化形式の１つが選択されると（Ｓ２１０２）、選択された符号化形式に対応するエ
ンコード部で符号化を実行させ（Ｓ２１０３）、符号化の結果得られた符号化データを内
部メモリ１０６に格納する（Ｓ２１０４）。
【０１１１】
　以上のように、本実施の形態４の記録再生装置によれば、リムーバブル型符号化装置２
３００の信号変換部２３０１に、複数のコーデック手法で符号化を行う複数のエンコード
部を備えるので、入力されるビデオデータに最適な、例えば、データの圧縮率の高いコー
デック手法を選択して符号化を行うことができる。また、ユーザにとっては、ユーザの好
みのコーデック手法を選択して符号化を行うことができるという効果がある。
【０１１２】
　なお、上記実施の形態４では、信号変換部２３０１に複数のエンコード部を備える場合
についてのみ説明したが、同様にして、異なる符号化形式で符号化された符号化データを
復号する複数のデコード部を備えるとしてもよい。また、複数のエンコード部と複数のデ
コード部とを備えるとしてもよい。このように、リムーバブル型符号化装置２３００に複
数のデコード部を備えておくことによって、例えば、様々な家電機器でインターネット等
からダウンロードされたビデオデータを、リムーバブル型符号化装置２３００を差し替え
るだけでデコードすることができる。図２７は、リムーバブル型符号化装置を交換するだ
けで家電機器間でのＡＶ連携を行うＡＶ連携ネットワークの一例を示す図である。図２７
に示すように、例えば、ＡＶ連携ネットワークは、冷蔵庫２２０１、テレビ２２０２、カ
ーナビゲーション２２０３、電子レンジ２２０４、ＰＤＡ２２０５および携帯電話機２２
０６などを備える。これらの家電機器は、それぞれ、ＳＤカードなどのＩＣカード２２０
０を接続するためのカードスロット２２１０およびそのインターフェースを備えており、
また、適宜ビデオデータを再生するためのモニタやスピーカなどを備えている。このＩＣ
カード２２００は、上記実施の形態１～４のリムーバブル型符号化装置であり、もちろん
、実施の形態３のようにミニカードスロットを備えていてもよい。同図のように、ＩＣカ
ード２２００には、符号化されたビデオデータとそのビデオデータを復号するデコード部
とが備えられているので、例えば、ＹＵＶ形式のビデオデータしか再生できない冷蔵庫２
２０１や電子レンジ２２０４などであっても、ユーザは、それらのカードスロット２２１
０にＩＣカード２２００を差し込むだけで、ＩＣカード２２００に格納されているビデオ
を楽しむことができる。また、それらの家電機器が通信機能を備えており、例えば、イン
ターネットなどから符号化されたＡＶデータをダウンロードした場合に、そのＡＶデータ
と符号化形式が一致するデコード部を備えていなくても、リムーバブル型符号化装置に復
号可能な符号化形式であれば、カードスロット２２１０にＩＣカード２２００を差し込む
だけで復号することができる。
【０１１３】
　なお、上記実施の形態では、ＭＰＥＧ４－ＡＳＰエンコード部２４０２、ＭＰＥＧ４－
ＳＰエンコード部２４０３、ＭＰＥＧ４－ＡＶＣエンコード部２４０４およびＭＰＥＧ２
エンコード部２４０５を備える場合について説明したが、信号変換部２３０１は、これら
すべてを備えている必要はなく、これらのうち、２つ以上を備えていればよい。また、こ
れらとは異なる符号化形式のエンコード部やデコード部を備えるとしてもよい。
【０１１４】
　また、上記実施の形態に示した記録再生端末は、ＡＶデータなどの記録および再生の両
方を行う装置であることを前提として説明したが、表示だけを行う装置であってもよいし
、記録だけを行う装置であってもよい。
【０１１５】
　なお、ブロック図（図３、図７、図１２、図１４、図１６、図１８、図１９、図２１、
図２２、図２３、図２４など）の各機能ブロックは典型的には集積回路であるLSIとして
実現される。これらは個別に１チップ化されても良いし、一部または全てを含むように１
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チップ化されても良い。例えばメモリ以外の機能ブロックが１チップ化されていても良い
。
【０１１６】
　なお、ここでは、LSIとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、システムＬＳＩ、スーパ
ーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。
【０１１７】
　また、集積回路化の手法はLSIに限るものではなく、専用回路または汎用プロセサで実
現してもよい。ＬＳＩ製造後に、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Field Programm
able Gate Array）や、ＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコンフィギ
ュラブル・プロセッサなどを利用しても良い。
【０１１８】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりLSIに置き換わる集積回路化
の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。例
えば、バイオ技術の適応等が可能性としてありえる。
【０１１９】
　また、各機能ブロックのうち、符号化または復号化の対象となるデータを格納する手段
だけ１チップ化せずに別構成としても良い。
【産業上の利用可能性】
【０１２０】
　本発明は放送や通信および蓄積の分野において、映像や音声を記録再生する機器等とし
て有用である。また、映像や音声を記録再生するための機能をワンチップに備えた集積回
路としても有用である。また、静止画像記録再生機器等としても適用が可能である。本発
明はさらに、ＡＶデータや符号化／復号化プログラムを記録したＩＣカードなどの記録媒
体としても有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】図１は、第１の例である従来の携帯型データ再生装置の構成を示すブロック図で
ある。（従来技術）
【図２】図２は、第２の例である従来の動画像エンコーダシステムの構成を示すブロック
図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態１の記録再生装置の一例を表すブロック図である。
（実施の形態１）
【図４】図４は、記録再生端末からリムーバブル型符号化装置の内部メモリへデータを転
送する際の記録再生装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】図５は、リムーバブル型符号化装置の内部メモリから記録再生端末へデータを転
送する際の記録再生装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】図６（ａ）は、端末情報の記述の一例を示す表である。図６（ｂ）は、端末情報
に示される各項目のＩＤとＩＤが示す各項目の内容との関係を示す端末情報テーブルの一
例を示す表である。
【図７】図７は、本実施の形態１における信号変換部の内部構造を示したブロック図であ
る。
【図８】図８は、記録再生端末からデータが転送されてきた場合の信号変換部の動作を示
すフローチャートである。
【図９】図９は、ビデオデータの変換パラメータを求める場合の手順を示すフローチャー
トである。
【図１０】図１０は、内部メモリに格納されているデータを外部にデータ転送する場合の
信号変換部の動作を示すフローチャートである。
【図１１】図１１は、変換パラメータを決定する制御部の動作を示すフローチャートであ
る。
【図１２】図１２は、図４に示した解像度変換部の内部構造を示したブロック図である。
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【図１３】図１３は、図１２に示した解像度変換部の動作を示すフローチャートである。
【図１４】図１４は、図７に示したフレームレート変換部の内部構造を示したブロック図
である。
【図１５】図１５は、図１４に示したフレームレート変換部の動作を示すフローチャート
である。
【図１６】図１６は、本実施の形態１の記録再生装置の他の例を示すブロック図である。
【図１７】図１７（ａ）および（ｂ）は、端末情報格納部に格納される端末情報および端
末情報テーブルを示す図である。
【図１８】図１８は、実施の形態２の記録再生装置の一例を示すブロック図である。（実
施の形態２）
【図１９】図１９は、実施の形態２における信号変換部の内部構造を示したブロック図で
ある。
【図２０】図２０は、トランスコーディングを行う場合の図１９に示した信号変換部の動
作を示すフローチャートである。
【図２１】図２１は、実施の形態３の記録再生装置の一例を示すブロック図である。（実
施の形態３）
【図２２】図２２は、図２１に示した信号変換部の内部構成を示すブロック図である。
【図２３】図２３は、実施の形態４の記録再生装置の一例を示すブロック図である。（実
施の形態４）
【図２４】図２４は、図２３に示した信号変換部の内部構成の一例を示すブロック図であ
る。
【図２５】図２５は、信号変換部内の１つのエンコード部を用いてビデオデータを符号化
する際の制御部の動作を示すフローチャートである。
【図２６】図２６は、ユーザに選択された符号化形式でビデオデータを符号化する場合の
制御部の動作を示すフローチャートである。
【図２７】図２７は、リムーバブル型符号化装置を交換するだけで家電機器間でのＡＶ連
携を行うＡＶ連携ネットワークの一例を示す図である。
【符号の説明】
【０１２２】
　　１００　　リムーバブル型符号化装置
　　１０１　　端末情報取得部
　　１０２　　信号変換部
　　１０３　　記録再生端末
　　１０４　　ＳＤスロット
　　１０５　　端末情報格納部
　　１０６　　内部メモリ
　　１０７　　カメラ
　　１０８　　ディスプレイ
　　１４０　　記録再生端末
　　１４１　　制御部
　　１４２　　メモリ
　　１４３　　端末情報格納部
　　１５０　　リムーバブル型符号化装置
　　１５１　　端末情報取得部
　　１５２　　信号変換部
　　２０１　　制御部
　　２０２　　ＭＰＥＧ－ＡＶＣエンコード部
　　２０３　　ＭＰＥＧ－ＡＶＣデコード部
　　２０４　　解像度変換部
　　２０５　　フレームレート変換部
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　　２０７　　データバス
　　３０１　　解像度変換判定部
　　３０２　　画素間引き部
　　３０３　　画素補間部
　　４０１　　フレームレート変換判定部
　　４０２　　フレーム間引き部
　　４０３　　フレーム補間部
　　５００　　信号変換部
　　５０１　　トランスコーディング部
　　５０２　　制御部
　　６００　　リムーバブル型符号化装置
　　６０２　　信号変換部
　　６０４　　miniＳＤスロット
　　６０６　　miniＳＤカード
　　７００　　携帯型データ再生装置
　　７０１　　半導体メモリカード
　　７０２　　デコード手段
　　７０３　　メモリ
　　８０２　　ビデオキャプチャボード
　　８０３　　エンコーダカード
　　８０４　　カード間ダイレクトパス
　　８０５　　バス
　　８０７　　メモリ
　　８０８　　ＣＰＵ
　１４００　　リムーバブル型符号化装置
　１４０１　　記録再生端末
　１４０２　　ＭＰＥＧ－ＳＰ復号化装置
　２２００　　ＩＣカード
　２２０１　　冷蔵庫
　２２０２　　テレビ
　２２０３　　カーナビゲーション
　２２０４　　電子レンジ
　２２０５　　ＰＤＡ
　２２０６　　携帯電話機
　２２１０　　カードスロット
　２３００　　リムーバブル型符号化装置
　２３０１　　信号変換部
　２４０１　　制御部
　２４０２　　ＭＰＥＧ－ＡＳＰエンコード部
　２４０３　　ＭＰＥＧ－ＳＰエンコード部
　２４０４　　ＭＰＥＧ－ＡＶＣエンコード部
　２４０５　　エンコード部
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